
規 則

�愛媛県規則第７号
愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則

愛媛県県立高等技術専門校運営規則（昭和３３年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）

名 称
職業訓練の

種類

訓練

課程
訓 練 科

訓練

定員

訓練

期間
名 称

職業訓練の

種類

訓練

課程
訓 練 科

訓練

定員

訓練

期間

愛媛県立新居

浜高等技術専

門校

普通職業訓

練

省略 愛媛県立新居

浜高等技術専

門校

普通職業訓

練

省略

短期

課程

溶接エンジニ

ア科

３０人 １年 短期

課程

溶接科 ３０人 １年

省略 省略

愛媛県立松山

高等技術専門

校

普通職業訓

練

省略 愛媛県立松山

高等技術専門

校

普通職業訓

練

省略

短期

課程

ビジネス経理

科

２０人 ６月 短期

課程

ＯＡ経理科 ２０人 ６月

� 目 次 �
規 則

○ 愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則…………２９２

○ 農業協同組合法施行細則の一部を改正する規則………………………２９３

告 示

○ 全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更……………………………２９３

○ 字の区域の変更（内子町）………………………………………………２９３

○ 一部事務組合の規約の変更許可…………………………………………２９３

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可

申請の概要…………………………………………………………………２９４

○ 指定自立支援医療機関の指定……………………………………………２９５

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等…………………………………２９５

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………２９６

○ 県営土地改良事業の換地処分（４件）…………………………………２９６

○ 町営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧（２件）…………………２９６

○ 土地改良事業の工事の完了………………………………………………２９７

○ 解除予定保安林を変更する旨の通知……………………………………２９７

○ 解除予定保安林にする旨の通知…………………………………………２９７

○ 保安林予定森林……………………………………………………………２９７

○ 同意の成立…………………………………………………………………２９７

○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………２９８

○ 兼用工作物の管理の方法について（２件）……………………………２９８

○ 道路の区域変更（県道壬生川新居浜野田線）…………………………２９９

○ 道路の区域変更（県道金子中萩停車場線）……………………………２９９

○ 道路の区域変更（県道西条久万線）……………………………………３００

発 行 愛 媛 県

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………３０１

○ 道路の供用開始（一般国道３１９号）……………………………………３０２

○ 道路の供用開始（県道中山双海線）……………………………………３０２

○ 道路の供用開始（県道長浜中村線）……………………………………３０２

○ 道路の区域変更（県道小田河辺大洲線）………………………………３０３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………３０３

○ 道路の区域変更（県道長浜中村線）……………………………………３０３

○ 愛媛県土地利用基本計画の変更の要旨の公表…………………………３０３

○ 愛媛県屋外広告物審議会規程の一部改正………………………………３０３

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧（２件）……………………３０４

○ 都市計画の変更……………………………………………………………３０４

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………３０４

○ 都市計画事業の事業計画の変更認可（２件）…………………………３０４

公 告

○ 農業振興地域の指定の一部改正…………………………………………３０４

公安委員会規則

○ 愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則……………………………３０５

○ 愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部

を改正する規則……………………………………………………………３０７

○ 愛媛県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規

則の一部を改正する規則…………………………………………………３１１

○ 愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則……………………………３１１

公安委員会訓令

○ 愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令………………３１２

毎週（火・金）曜日発行 第１８４６号 平成１９年３月２３日

平成１９年３月２３日金曜日 第１８４６号

愛 媛 県 報

２９２



��������������

告 示

�愛媛県告示第４８８号
全国自治宝くじ事務協議会に新潟市及び浜松市を加え、全国自治

宝くじ事務協議会規約の一部を次のように変更した。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第３条第２号中「堺市」の次に「、新潟市、浜松市」を加える。

附 則

この規約は、平成１９年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県告示第４８９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

内子町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規定によ

る換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４９０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり愛媛地方税滞納整理機構の規約の変更を許可した。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）平成

１８年６月７日に公布され、一部の規定を除き平成１９年４月１日か

ら施行されることに伴い、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成１９年４月１日

３ 規約変更許可年月日

愛媛県立宇和

島高等技術専

門校

普通職業訓

練

短期

課程

愛媛県立宇和

島高等技術専

門校

普通職業訓

練

短期

課程

電気工事科 １５人 １年

木工クラフト

科

１５人 １年 木工科 １５人 １年

介護ヘルパー

科

６０人 ２月

附 則

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に愛媛県立新居浜高等技術専門校溶接科に在籍している者については、改正後の愛媛県県立高等技術専門校運営

規則別表の規定は適用せず、改正前の愛媛県県立高等技術専門校運営規則別表の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

�愛媛県規則第８号
農業協同組合法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

農業協同組合法施行細則の一部を改正する規則

農業協同組合法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第２条 削除

（経由機関）

第２条 法又はこの規則の規定により組合又は法人が知事に提出す

る書類は、その主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方局を

経由しなければならない。

（試算表の提出）

第１９条 組合は、毎月１０日までに前月末現在の試算表を知事に提出

しなければならない。

附 則

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の日前の期間に係る改正前の農業協同組合法施行細則第１９条の規定による試算表の提出については、なお従前の例によ

る。

字の名称 左記の区域に編入する区域
摘 要

大字名 大 字 名 地 番

大瀬東 大瀬中央 ３９３０の３の一部、３９３４の２、３９４５の２、
３９４６、３９４７の３、３９４７の４、３９４９、３９５０、
３９５１の一部、３９５２の一部、３９５３の一部、
３９５４の一部及び３９５６の２の一部

これに伴
う道路、
水路等を
含む。

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

２９３



平成１９年３月１４日

�������
�愛媛県告示第４９１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び西条市役

所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 福島 孝一

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社東予工場

西条市船屋字新地乙１４５番地１

３ 特定施設に関する事項

環境集煙吸収塔

４ 汚水等の処理施設に関する事項

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 内港２号排水口

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第６２号 ホ廃ガス洗
浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間あたり１５９，０００ノルマル立方メー
トル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約５ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ０．５～３．０

最大 ０．５～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０

最大 ４５

備考 汚水は全量硫酸ガス精製系で再利用する。

設 置 年 月 日 平成１３年１１月３０日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 中和沈殿方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート、ＦＲＰ及びステンレ
ス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２９メートル 横３９メートル
高さ１３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，２００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、酸化、凝集沈殿及び中和

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ０．５～３．０

最大 ０．５～３．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８４

最大 ３５９

通常 １６．３

最大 ２１．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ５３０

通常 １０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３

最大 ３５

通常 １１．３

最大 １８．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

通常 ０．１４

最大 ０．５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，６００

最大 ２，２００

通常 １，６００

最大 ２，２００

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２．３

最大 ３．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １．６

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

２９４
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� 内港３号排水口

�愛媛県告示第４９２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４９３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マックスバリュ今治阿方
店

今治市阿方字山之間
甲３７１番２外２３筆

大規模小売店舗において小売
業を行う者

マックスバリュ
西日本株式会社
株式会社宮脇書店
株式会社レディ薬局
株式会社大創産業

マックスバリュ
西日本株式会社
株式会社
雑貨屋ブルドッグ
株式会社レディ薬局
株式会社大創産業

平成１９年
３月２日

平成１９年
３月２日

２ 意見書の提出

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０５

最大 ０．１１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４４，０００

最大 １８７，６００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．４

最大 ２．６

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０６

最大 ０．１７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８４，６０２

最大 ３５９，２７３

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２．５

最大 ３．３

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

市立大洲病院 大洲市西大洲甲５７０番地 大洲市長 大森 隆雄
整形外科に関する
医療（育成医療・
更生医療）

平成１９年
３月１日

〃 〃 〃
腎臓に関する医療
（育成医療・更生
医療）

〃

医療法人おだクリニック 西予市宇和町卯之町五丁目３１３番地６ 医療法人おだクリニック 〃 〃

愛媛労災病院 新居浜市南小松原町１３番２７号 独立行政法人労働者健康福祉機構 〃 〃

宮原医院 新居浜市八幡二丁目６番３０号 宮原 義門 〃 〃

医療法人平成会山内病院 今治市片山三丁目１番４０号 医療法人平成会 〃 〃

白石病院 今治市松本町１丁目５番地９ 医療法人慈風会 〃 〃

医療法人あゆみクリニック 今治市高部甲５２６番地１ 医療法人あゆみクリニック 〃 〃

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

２９５



�������
�愛媛県告示第４９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

三間土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届

出があった。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４９５号
平成１９年３月１６日県営中山間地域総合整備事業内山地区（椎ノ木

工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４

条第４項の規定により公告する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４９６号
平成１９年３月１６日県営中山間地域総合整備事業内山地区（藤社工

区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条

第４項の規定により公告する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４９７号
平成１９年３月１６日県営中山間地域総合整備事業東宇和東部地区（田

穂工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４

条第４項の規定により公告する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４９８号
平成１９年３月１６日県営経営体育成基盤整備事業広見地区（牛野川

工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４

条第４項の規定により公告する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４９９号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用排水施

設整備事業・黒沢地区）の施行は、適当と認められるので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する

同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・黒沢地区）

計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

２ 縦覧期間

平成１９年３月２６日から４月２０日まで

３ 縦覧場所

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労

政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 本 聰 宇和島市三間町戸雁６１０番地

〃 宇都宮 傳 宇和島市三間町大藤６７５番地

〃 冨 永 真 範 宇和島市三間町黒井地１９００番地

〃 毛 利 正 行 宇和島市三間町北増穂４１７番地

〃 渡 邊 雄 策 宇和島市三間町大内２７３番地

〃 土 居 修 宇和島市三間町土居垣内５５番地

〃 今 西 吉 久 宇和島市三間町小沢川３９８番地

監 事 古 谷 虎 男 宇和島市三間町則１４８８番地

〃 土 居 仁 宇和島市三間町土居中７５３番地

〃 兵 頭 信 夫 宇和島市三間町波岡８３６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宇都宮 傳 宇和島市三間町大藤６７５番地

〃 冨 永 真 範 宇和島市三間町黒井地１９００番地

〃 今 西 吉 久 宇和島市三間町小沢川３９８番地

〃 毛 利 正 行 宇和島市三間町北増穂４１７番地

〃 渡 邊 雄 策 宇和島市三間町大内２７３番地

〃 土 居 修 宇和島市三間町土居垣内５５番地

〃 太 宰 仁 三 宇和島市三間町大藤６１０番地

監 事 古 谷 虎 男 宇和島市三間町則１４８８番地

〃 土 居 仁 宇和島市三間町土居中７５３番地

〃 兵 頭 信 夫 宇和島市三間町波岡８３６番地

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

２９６



久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第５００号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全事業・

岩川地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農地保全事業・岩川地区）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

２ 縦覧期間

平成１９年３月２６日から４月２０日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第５０１号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５０２号
解除予定保安林にする旨の通知（平成１５年２月愛媛県告示第４３１

号）に係る解除予定保安林を次のように変更する旨の通知を受けた

から、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示す

る。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

東温市山之内字西河原樋乙１２６７の３から乙１２６７の５まで・乙１２

８４の３・乙１２８４の９（以上５筆について次の図に示す部分に限る。）、

乙１２８４の７、乙１２８４の８

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び東温市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５０３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

東温市山之内字西河原樋乙１２８４の１から乙１２８４の３まで・字岡

乙１２９３（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び東温市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５０４号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市朝倉上甲８５６の１、甲８５７の２、甲８５８、甲８５９、甲８

６０の１から甲８６０の３まで、甲８６１、甲８６２の１、甲８６２の２、

甲８６３の１、甲８６３の３、甲８６３の５、甲８６４の１、甲８６４の２、

甲８６５の１、甲８６６の１、甲８６７の３、甲８６８の２から甲８６８の

６まで、甲８６９、甲８７０、甲８７３、甲８７４の１、甲８７４の２、甲

８７８の１、甲８７８の２、乙２６５、乙２６５の２、乙２６６の１、乙２

６６の３、乙２６６の６、乙２６６の７、乙２６６の１４、乙２６６の１７から

乙２６６の２０まで、乙２６６の２２、乙２６６の２９

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５０５号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法（昭

和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合すると

認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４項

の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 十合地区 平成１９年２月１２日

区 域 区 分

町見区域（八幡浜漁業協
同組合の地区のうち、旧
町見漁業協同組合の地区）

主として船びき網を使用して営む漁業

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

２９７



�������
�愛媛県告示第５０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項の規定により、道

路の他の工作物との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり

協議が成立した。

その関係図面は、愛媛県庁及び八幡浜地方局大洲土木事務所に備

え置いて縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の種類及び路線名

主要地方道大洲長浜線

２ 他の工作物の名称

主要地方道大洲長浜線と一級河川肱川水系肱川とが相互に効用

を兼ねる施設

３ 兼用工作物の位置

大洲市白滝甲１０４６番１地先から同市白滝甲３７０番１地先まで

４ 兼用工作物の管理を行う者の氏名及び住所

河川管理者 四国地方局整備局長、北橋 建治

住所 香川県高松市福岡町４丁目２６－３２

道路管理者 愛媛県知事 加戸 守行

住所 愛媛県松山市一番町４丁目４番地２

５ 管理の内容

� 兼用工作物の新設（道路の附属物に係るものに限る。以下同

じ。）改築、維持又は修繕は、道路専用施設（路面（路盤まで

の部分を含む。）路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の

管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）については

道路管理者が、当該施設以外の部分については河川管理者が行

うものとする。ただし、路肩に接する法面で、当該路肩から法

長１メートルの範囲内にあるものについては、道路管理者が維

持を行うものとする。

� 兼用工作物の災害復旧は次の各号に揚げる者が行うものとす

る。ただし、第１号又は第２号に揚げる場合においても特に緊

急に災害復旧を行う等の必要があるときは、その都度協議して

定めるところにより河川管理者又は道路管理者がこれを行うも

のとする。

一 災害復旧がもっぱら道路専用施設に係る場合

道路管理者

二 災害復旧がもっぱら道路専用施設以外の部分に係る場合

�愛媛県告示第５０６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１８）第４０２７号 平成１８年
７月２日 三木建設 三木 一彦 八幡浜市大黒町１５２６－７ 平成１９年

２月２日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１４）第８６７号 平成１４年
５月１２日 西宇和建設� 菊池 久 八幡浜市保内町宮内９－

２２
平成１９年
２月８日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１６）第１５６５０号 平成１６年
１０月２７日 �関西商事 井上 欣也 八幡浜市松柏乙９３６－４ 平成１９年

２月９日 大工工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１３３４６号 平成１８年
３月１１日 �アセスメント愛媛 高野 秀樹 松山市古川南１－２３－２０ 平成１９年

２月１３日

土木工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロツク
工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業
建具工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１４）第９７２号 平成１４年
８月１日 鬼北建設� 善家美佐男 北宇和郡鬼北町大字西仲

３７４
平成１９年
２月１４日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１７）第７５３７号 平成１８年
３月１０日 �アースコンサルタント 二神 久士 松山市平井町甲２２９３－３ 平成１９年

２月１５日 さく井工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１６）第１１８７１号 平成１７年
３月１９日

イー・エー・プランナー
� 森松 一則 松山市保免中２－３－１７ 平成１９年

２月１６日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
造園工事業

建設業の廃止

（般－１４）第１１７４０号 平成１４年
１０月９日 �新都開発 近藤 長武 西条市円海寺５－１ 平成１９年

２月２２日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１３）第１１４３５号 平成１４年
２月２５日 長尾工務店 長尾 好子 四国中央市新宮町上山９４

８
平成１９年
２月２３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１３６７４号 平成１４年
３月１７日 �横野鉄工所 横野 勇 四国中央市妻鳥町８１４ 平成１９年

２月２８日
土木建設業
建築工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

２９８
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河川管理者

三 前２号に揚げる場合以外の場合 その都度協議して定める

ところにより、河川管理者又は道路管理者

� 前２項の規定によるほか、河川法又は同法に基づく命令の規

定による兼用工作物の管理は河川管理者が、道路法又は同法に

基づく命令の規定による兼用工作物の管理は道路管理者が行う

ものとする。

６ 管理の期間

平成１９年２月２６日から道路の使用を廃止する日又は河川の使用

を廃止する日まで

�������
�愛媛県告示第５０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項の規定により、道

路の他の工作物との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり

協議が成立した。

その関係図面は、愛媛県庁及び八幡浜地方局大洲土木事務所に備

え置いて縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の種類及び路線名

主要地方道大洲長浜線

２ 他の工作物の名称

主要地方道大洲長浜線と一級河川肱川水系肱川とが相互に効用

を兼ねる施設

３ 兼用工作物の位置

大洲市春賀字石橋甲２０２４番２地先から同市八多喜町粟津乙２２番

１地先まで

４ 兼用工作物の管理を行う者の氏名及び住所

河川管理者 四国地方局整備局長、北橋 建治

住所 香川県高松市福岡町４丁目２６－３２

道路管理者 愛媛県知事 加戸 守行

住所 愛媛県松山市一番町４丁目４番地２

５ 管理の内容

� 兼用工作物の新設（道路の附属物に係るものに限る。以下同

じ。）改築、維持又は修繕は、道路専用施設（路面（路盤まで

の部分を含む。）路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の

管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）については

道路管理者が、当該施設以外の部分については河川管理者が行

うものとする。ただし、路肩に接する法面で、当該路肩から法

長１メートルの範囲内にあるものについては、道路管理者が維

持を行うものとする。

� 兼用工作物の災害復旧は次の各号に揚げる者が行うものとす

る。ただし、第１号又は第２号に揚げる場合においても特に緊

急に災害復旧を行う等の必要があるときは、その都度協議して

定めるところにより河川管理者又は道路管理者がこれを行うも

のとする。

一 災害復旧がもっぱら道路専用施設に係る場合

道路管理者

二 災害復旧がもっぱら道路専用施設以外の部分に係る場合

河川管理者

三 前２号に揚げる場合以外の場合 その都度協議して定める

ところにより、河川管理者又は道路管理者

� 前２項の規定によるほか、河川法又は同法に基づく命令の規

定による兼用工作物の管理は河川管理者が、道路法又は同法に

基づく命令の規定による兼用工作物の管理は道路管理者が行う

ものとする。

６ 管理の期間

平成１９年２月２６日から道路の使用を廃止する日又は河川の使用

を廃止する日まで

�愛媛県告示第５０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川新居浜野田線
新居浜市新田町二丁目１７２９番６から

同市新田町二丁目１７６７番９まで

旧 ２６．０～５１．０ ０．１６０

新 ２２．０～４３．０ ０．１６０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 金子中萩停車場線
新居浜市星越町１８５８番３から

同市星越町１８６２番３まで

旧 ８．０～１９．０
４．２～８．０

０．０７８
０．０７０

新 ８．０～１９．０ ０．０７８

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

２９９



�愛媛県告示第５１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線 西条市黒瀬字向乙２０５番８

旧 １４．１～１７．４ ０．０１６

新 １５．９～１９．１ ０．０１６

〃 〃
西条市黒瀬字向乙２０８番８から

同字乙２１０番８まで

旧 ４．１～ ５．８ ０．０２８

新 ３２．０～３４．８ ０．０２８

〃 〃 西条市黒瀬字向乙２０２番９地先

旧 １４．１～２６．４ ０．００７

新 １６．７～２８．６ ０．００７

〃 〃
西条市黒瀬字薄ヶ瀬乙３３６番１１から

同市黒瀬字落合乙３４０番１７まで

旧 １１．８～５８．１ ０．２２７

新 １５．３～１１７．７ ０．２２７

〃 〃 西条市中奥字山地丙５２３番１６

旧 ８．１～１３．７ ０．０２０

新 １３．７～２７．７ ０．０２０

〃 〃 西条市大保木字土居壬２５番３

旧 １７．６～３１．５ ０．０４２

新 ２３．９～４２．２ ０．０４２

〃 〃
西条市中野字大久保丙１２６番５８から

同字丙２０１番４まで

旧 １６．５～１９．８ ０．０２７

新 ２４．４～３４．５ ０．０２７

〃 〃 西条市中野字大久保丙２１０番８

旧 １３．８～１８．３ ０．０２９

新 １７．５～３１．９ ０．０２９

〃 〃
西条市兎之山字松ヶ瀬乙８３番１９から

同市兎之山字上ノ向乙９６番６まで

旧 ２９．３～３４．３ ０．０２９

新 ３０．４～７６．２ ０．０２９

〃 〃 西条市兎之山字アラセ乙１４６番１２

旧 １８．４～３１．２ ０．０３０

新 ２３．２～３５．８ ０．０３０

〃 〃 西条市黒瀬字渕之上乙２１３番９

旧 １２．９～１３．４ ０．０１５

新 １３．１～１８．４ ０．０１５

〃 〃 西条市西之川字老野丁７６番７

旧 ６．５～ ８．５ ０．０１２

新 ６．５～１０．９ ０．０１２

〃 〃
西条市黒瀬字薄ヶ瀬乙３２０番８から

同字乙３１９番４まで

旧 ２３．４～４１．７ ０．０６０

新 ２３．４～４３．０ ０．０６０

〃 〃
西条市黒瀬字篠辺谷乙２８８番１２から

同字乙２５４番６まで

旧 ４２．９～５１．７ ０．０２６

新 ４８．４～１５２．９ ０．０２６

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

３００
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�愛媛県告示第５１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃 西条市兎之山字下ノ向乙５３番７

旧 １６．０～１７．７ ０．０２１

新 １６．０～５７．１ ０．０２１

〃 〃 西条市中奥字淀丙５００番６

旧 １３．３～１４．７ ０．０７８

新 １６．４～１８．３ ０．０７８

〃 〃
西条市中奥字休場丙５２６番８から

同字丙５２７番１２まで

旧 ９．３～１５．０ ０．００５

新 １６．５～１７．７ ０．００５

〃 〃 西条市西之川字老野丁７４番４

旧 ８．０～ ８．９ ０．０１４

新 ９．７～１２．６ ０．０１４

〃 〃
西条市大保木字土山甲５番４から

同字甲５番６まで

旧 １９．９～４１．４ ０．０５０

新 ４１．４～１０６．３ ０．０５０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線 西条市黒瀬字向乙２０５番８ 平成１９年３月２３日

〃 〃
西条市黒瀬字向乙２０８番８から

同字乙２１０番８まで
〃

〃 〃 西条市黒瀬字向乙２０２番９地先 〃

〃 〃
西条市黒瀬字薄ヶ瀬乙３３６番１１から

同市黒瀬字落合乙３４０番１７まで
〃

〃 〃 西条市中奥字山地丙５２３番１６ 〃

〃 〃 西条市大保木字土居壬２５番３ 〃

〃 〃
西条市中野字大久保丙１２６番５８から

同字丙２０１番４まで
〃

〃 〃 西条市中野字大久保丙２１０番８ 〃

〃 〃
西条市兎之山字松ヶ瀬乙８３番１９から

同市兎之山字上ノ向乙９６番６まで
〃

〃 〃 西条市兎之山字アラセ乙１４６番１２ 〃

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

３０１
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�愛媛県告示第５１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

〃 〃 西条市黒瀬字渕之上乙２１３番９ 〃

〃 〃 西条市西之川字老野丁７６番７ 〃

〃 〃
西条市黒瀬字薄ヶ瀬乙３２０番８から

同字乙３１９番４まで
〃

〃 〃
西条市黒瀬字篠辺谷乙２８８番１２から

同字乙２５４番６まで
〃

〃 〃 西条市兎之山字下ノ向乙５３番７ 〃

〃 〃 西条市中奥字淀丙５００番６ 〃

〃 〃
西条市中奥字休場丙５２６番８から

同字丙５２７番１２まで
〃

〃 〃 西条市西之川字老野丁７４番４ 〃

〃 〃
西条市大保木字土山甲５番４から

同字甲５番６まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市具定町字日之尾山乙６４番１地先から

同字乙６４番２４まで
平成１９年３月２３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山双海線
伊予市中山町佐礼谷７号２６５番３から

同町佐礼谷乙１０８５番２まで
平成１９年３月２３日

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

３０２
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�愛媛県告示第５１９号
国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条第１項の規定に基

づき、昭和５６年４月２１日改定した愛媛県土地利用基本計画の一部を

次のように変更した。

変更後の土地利用基本計画図は、愛媛県庁、各市役所及び各町役

場において一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別添土地利用基本計画図の一部を次のように改める。

（図面省略）

�������
�愛媛県告示第５２０号
愛媛県屋外広告物審議会規程（昭和３６年２月愛媛県告示第１３８号）

の一部を次のように改正し、平成１９年４月１日から施行する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第８条第１項中「県関係吏員」を「県の関係職員」に改める。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市柴甲８２５番地先から

同市柴甲８４３番２まで
平成１９年３月２３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市河辺町北平２４６５番１地先から

同町北平２４５１番２まで
平成１９年３月２３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市河辺町北平２４６５番１地先から

同町北平２４５１番２まで

旧 ４．１～３５．６ ０．２４８

新 ８．４～３５．６ ０．２４８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市柴甲８２５番から

同市柴甲８２８番まで

旧 １１．０～２０．１ ０．１２５

新 １３．３～２３．３ ０．１２５
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公 告

�愛媛県告示第５２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画下水道の

変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に

供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画用途地域

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域

� 次の区域内に存する市街化調整区域を市街化区域に変更する。

伊予郡松前町大字筒井及び大字東古泉の各一部

� 次の区域内に存する市街化区域を市街化調整区域に変更する。

なし

�������
�愛媛県告示第５２５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、東予広域都市計画道路事業３・４・３駅前滝の宮線（新居浜市

施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成１２年４月２８日から

平成２１年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第５２６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、東予広域都市計画道路事業３・５・１２新居浜駅菊本線（新居浜

市施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成１２年４月２８日から

平成２１年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�公 告

農業振興地域の指定（松前町）（昭和４８年９月１８日付け公告）の

一部を次のように改正する。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２を次のように改める。

２ 区域

松前町のうち、次の図面の赤色で着色した部分（都市計画法（昭

�愛媛県告示第５２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年３月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第５９号

平成１９年３月１３日
東温市牛渕字上樋１８８８番３、１８８８番４、１８９３番１及び１８９３番１地先農道

松山市道後町二丁目３番４号

株式会社松平不動産

代表取締役 松 平 定 理

１８松局建（開）第６０号

平成１９年３月１４日
伊予郡松前町大字恵久美字泉屋９２番１

伊予郡松前町大字南黒田５４２番地２

池 内 俊 二

１８四土（開）第１７号

平成１９年３月１５日

四国中央市土居町野田甲１３２１番、甲１３２２番１、甲１３２２番２、甲１３２２番５、

甲１３２３番１、甲１３２３番２、甲１３２４番１、甲１３２４番２、甲１３２５番１、甲１３２６

番１、甲１３２６番４、甲１３２６番５、甲１３２７番１及び甲１３２８番１

四国中央市土居町入野６７１番地

共同瓦斯株式会社

代表取締役 鈴 木 良 明
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公安委員会規則

和４３年法律第１００号）の市街化区域）を除いた区域

（図面省略）

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県松山地方局に備え置いて

縦覧に供する。

�愛媛県公安委員会規則第４号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年３月２３日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（課長及び参事）

第５条 課に、課長を置き、警視の階級にある警察官又は一般職員

（警察官以外の職員 をいう。以下同じ。）をもって充てる。

課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、当該所属の職員を

指揮監督する。

２ 課に、必要に応じ参事を置き、一般職員をもって充てる。参事

は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

（科学捜査研究所長）

第８条 科学捜査研究所に、所長を置き、警視の階級にある警察官

又は一般職員をもって充てる。

２ 省略

（次長）

第１０条 課、監察官室及び国際対策室に、次長を置き、警視若しく

は警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

２ 省略

（副所長）

第１１条 科学捜査研究所に、副所長を置き、警視若しくは警部の階

級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

２ 省略

（管理官等）

第１３条 省略

２ 管理官は、警視の階級にある警察官又は一般職員を、調査官は、

警視若しくは警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充て

る。

３ 省略

（課長補佐等、指導官及び副参事）

第１４条 課に課長補佐、班長又は副班長（以下「課長補佐等」とい

う。）を、監察官室及び国際対策室に室長補佐を置き、警部の階

級にある警察官又は一般職員をもって充てる。課長補佐等及び室

長補佐は、担当事務について課長、監察官室長又は国際対策室長

を補佐し、部下職員を指揮監督する。

２ 省略

３ 課等に、必要に応じ副参事を置き、一般職員をもって充てる。

副参事は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

（主任技能指導官及び技能指導官）

第１５条 課等（総務室及び警務部に設置する課等を除く。）に、必

要に応じ主任技能指導官及び技能指導官を置き、警部補以上の階

級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

（課長及び参事）

第５条 課に、課長を置き、警視の階級にある警察官又は警察吏員

（事務吏員又は技術吏員をいう。以下同じ。）をもって充てる。

課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、当該所属の職員を

指揮監督する。

２ 課に、必要に応じ参事を置き、警察吏員をもって充てる。参事

は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

（科学捜査研究所長）

第８条 科学捜査研究所に、所長を置き、警視の階級にある警察官

又は警察吏員をもって充てる。

２ 省略

（次長）

第１０条 課、監察官室及び国際対策室に、次長を置き、警視若しく

は警部の階級にある警察官又は警察吏員をもって充てる。

２ 省略

（副所長）

第１１条 科学捜査研究所に、副所長を置き、警視若しくは警部の階

級にある警察官又は警察吏員をもって充てる。

２ 省略

（管理官等）

第１３条 省略

２ 管理官は、警視の階級にある警察官又は警察吏員を、調査官は、

警視若しくは警部の階級にある警察官又は警察吏員をもって充て

る。

３ 省略

（課長補佐等、指導官及び副参事）

第１４条 課に課長補佐、班長又は副班長（以下「課長補佐等」とい

う。）を、監察官室及び国際対策室に室長補佐を置き、警部の階

級にある警察官又は警察吏員をもって充てる。課長補佐等及び室

長補佐は、担当事務について課長、監察官室長又は国際対策室長

を補佐し、部下職員を指揮監督する。

２ 省略

３ 課等に、必要に応じ副参事を置き、警察吏員をもって充てる。

副参事は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

（主任技能指導官及び技能指導官）

第１５条 課等（総務室及び警務部に設置する課等を除く。）に、必

要に応じ主任技能指導官及び技能指導官を置き、警部補以上の階

級にある警察官又は警察吏員をもって充てる。
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２～３ 省略

（師範）

第１６条 教養課に、必要に応じ師範を置き、警部若しくは警部補の

階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。ただし、警察本

部長が必要と認めるときは、巡査部長の階級にある警察官をもっ

て充てることができる。

２ 省略

（係）

第１７条 省略

２ 係に、上席係長、専門員、係長、主任又は係員を置き、警察官

又は一般職員 をもって充てる。

３ 省略

（少年補導職員）

第１８条 県警察に、所要の少年補導職員を置き、一般職員をもって

充てる。

（警察学校）

第５６条 省略

２～６ 省略

７ 警察学校に、教官を置き、警部若しくは警部補の階級にある警

察官又は一般職員をもって充てる。ただし、警察本部長が必要と

認めるときは、巡査部長の階級にある警察官をもって充てること

ができる。

８～１２ 省略

（照会センター）

第６０条 省略

２ 省略

３ 照会センターに、所長を置き、警部の階級にある警察官又は一

般職員をもって充てる。

４ 省略

（施設室）

第６３条 省略

２ 省略

３ 施設室に、室長を置き、警視の階級にある警察官又は一般職員

をもって充てる。

４ 省略

（監査室）

第６４条 省略

２ 省略

３ 監査室に、室長を置き、警視の階級にある警察官又は一般職員

をもって充てる。

４ 省略

（健康管理対策室）

第６５条 省略

２ 省略

３ 健康管理対策室に、室長を置き、警部の階級にある警察官又は

一般職員をもって充てる。

４ 省略

（少年サポートセンター）

第７０条 省略

２ 省略

３ 少年サポートセンターに、所長を置き、警部の階級にある警察

官又は一般職員をもって充てる。

２～３ 省略

（師範）

第１６条 教養課に、必要に応じ師範を置き、警部若しくは警部補の

階級にある警察官又は警察吏員をもって充てる。ただし、警察本

部長が必要と認めるときは、巡査部長の階級にある警察官をもっ

て充てることができる。

２ 省略

（係）

第１７条 省略

２ 係に、上席係長、専門員、係長、主任又は係員を置き、警察官

又は警察吏員若しくはその他の職員をもって充てる。

３ 省略

（少年補導職員）

第１８条 県警察に、所要の少年補導職員を置き、事務吏員をもって

充てる。

（警察学校）

第５６条 省略

２～６ 省略

７ 警察学校に、教官を置き、警部若しくは警部補の階級にある警

察官又は警察吏員をもって充てる。ただし、警察本部長が必要と

認めるときは、巡査部長の階級にある警察官をもって充てること

ができる。

８～１２ 省略

（照会センター）

第６０条 省略

２ 省略

３ 照会センターに、所長を置き、警部の階級にある警察官又は警

察吏員をもって充てる。

４ 省略

（施設室）

第６３条 省略

２ 省略

３ 施設室に、室長を置き、警視の階級にある警察官又は警察吏員

をもって充てる。

４ 省略

（監査室）

第６４条 省略

２ 省略

３ 監査室に、室長を置き、警視の階級にある警察官又は警察吏員

をもって充てる。

４ 省略

（健康管理対策室）

第６５条 省略

２ 省略

３ 健康管理対策室に、室長を置き、警部の階級にある警察官又は

警察吏員をもって充てる。

４ 省略

（少年サポートセンター）

第７０条 省略

２ 省略

３ 少年サポートセンターに、所長を置き、警部の階級にある警察

官又は事務吏員をもって充てる。
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４ 省略

（サイバー犯罪対策室）

第７２条 省略

２ 省略

３ サイバー犯罪対策室に、室長を置き、警視若しくは警部の階級

にある警察官又は一般職員をもって充てる。

４ 省略

（警察署）

第７９条 省略

２～４ 省略

５ 課に、課長を置き、警部の階級にある警察官又は一般職員をも

って充てる。課長は、課の事務を掌理し、その担任事務について

署長を補佐する。

６～９ 省略

４ 省略

（サイバー犯罪対策室）

第７２条 省略

２ 省略

３ サイバー犯罪対策室に、室長を置き、警視若しくは警部の階級

にある警察官又は警察吏員をもって充てる。

４ 省略

（警察署）

第７９条 省略

２～４ 省略

５ 課に、課長を置き、警部の階級にある警察官又は警察吏員をも

って充てる。課長は、課の事務を掌理し、その担任事務について

署長を補佐する。

６～９ 省略

附 則

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第５号
愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年３月２３日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１条関係）

交番、駐在所及び署所在地

� 省略

� 新居浜警察署

別表第１（第１条関係）

交番、駐在所及び署所在地

� 省略

� 新居浜警察署

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

省略 省略

高津交番 新居浜市高津町 新居浜市のうち宇高町一～五丁

目、沢津町一～三丁目、東雲町一

～三丁目、松の木町、高津町、桜

木町、清水町、南小松原町、高田

一・二丁目、垣生一～六丁目、垣

生、八幡一～三丁目

高津交番 新居浜市高津町 新居浜市のうち宇高町一～五丁

目、沢津町一～三丁目、東雲町一

～三丁目、松の木町、高津町、桜

木町、清水町、南小松原町、高田

一・二丁目

垣生駐在所 新居浜市垣生四

丁目

新居浜市のうち垣生一～六丁目、

垣生、八幡一～三丁目

省略 省略

�・� 省略

� 今治警察署

�・� 省略

� 今治警察署

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

水上交番 今治市片原町一

丁目

今治市のうち天保山町一～六丁

目、東門町一～六丁目、美須賀町

一～四丁目、枝堀町一～三丁目、

恵美須町一～三丁目、通町一～三

丁目、黄金町一～六丁目、末広町

一～四丁目、松本町一～五丁目、

水上交番 今治市片原町一

丁目

今治市のうち天保山町一～六丁

目、東門町一～六丁目、美須賀町

一～四丁目、枝堀町一～三丁目、

恵美須町一～三丁目、通町一～三

丁目、黄金町一～六丁目、末広町

一～四丁目、松本町一～五丁目、
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旭町一～四丁目、常盤町一～四丁

目、南宝来町一～三丁目、片原町

一～五丁目、中浜町一～四丁目、

本町一～四丁目、風早町一～四丁

目、今治村（比岐島）、東鳥生町

一～五丁目、共栄町一～五丁目、

栄町一～四丁目、室屋町一～七丁

目、米屋町一～四丁目、本町五～

七丁目、美保町一～三丁目、北浜

町、大新田町二丁目

旭町一～四丁目、常盤町一～四丁

目、南宝来町一～三丁目、片原町

一～五丁目、中浜町一～四丁目、

本町一～四丁目、風早町一～四丁

目、今治村（比岐島）、東鳥生町

一～五丁目

森見交番 今治市別宮町二

丁目

今治市のうち北浜町、美保町一～

三丁目、米屋町一～四丁目、室屋

町一～七丁目、栄町一～四丁目、

本町五～七丁目、共栄町一～五丁

目、大正町一～七丁目、南大門町

一～四丁目、大新田町二丁目、別

宮町一～九丁目

駅前交番 今治市北宝来町

三丁目

今治市のうち北宝来町一～四丁

目、南日吉町一～三丁目、北日吉

町一～三丁目、鯉池町一～三丁目、

中日吉町一～三丁目、常盤町五～

七丁目、宮下町一～三丁目、山方

町一・二丁目、高地町一・二丁目、

泉川町一・二丁目、蒼社町一・二

丁目、大正町一～七丁目、別宮町

一～九丁目、南大門町一～四丁目

駅前交番 今治市北宝来町

三丁目

今治市のうち北宝来町一～四丁

目、南日吉町一～三丁目、北日吉

町一～三丁目、鯉池町一～三丁目、

中日吉町一～三丁目、常盤町五～

七丁目、宮下町一～三丁目、山方

町一・二丁目、高地町一・二丁目、

泉川町一・二丁目、蒼社町一・二

丁目

省略 省略

菊間駐在所 今治市菊間町浜 今治市のうち菊間町川上、菊間町

松尾、菊間町高田、菊間町池原、

菊間町西山、菊間町長坂、菊間町

浜、菊間町田之尻

菊間交番 今治市菊間町浜 今治市のうち菊間町川上、菊間町

松尾、菊間町高田、菊間町池原、

菊間町西山、菊間町長坂、菊間町

浜、菊間町田之尻

�・� 省略

� 松山西警察署

�・� 省略

� 松山西警察署

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

省略 省略

北条交番 松山市土手内 松山市のうち安居島、猪木

、院内、牛谷、大河内、片山、

上難波、正岡神田、河野高山、佐

古、下難波、庄、常保免、善応寺、

高田、北条辻、土手内、河野中須

賀、中通、中西内、中西外、夏目、

八反地、府中、河野別府、北条、

宮内、柳原、横谷、尾儀原、小山

田、儀式、立岩米之野、才之原、

猿川、猿川原、庄府、滝本、立岩

中村

北条交番 松山市土手内 松山市のうち安居島、猪木（大

本）、院内、牛谷、大河内、片山、

上難波、正岡神田、河野高山、佐

古、下難波、庄、常保免、善応寺、

高田、北条辻、土手内、河野中須

賀、中通、中西内、中西外、夏目、

八反地、府中、河野別府、北条、

宮内、柳原、横谷

粟井駐在所 松山市粟井河原 松山市のうち磯河内、小川、大西

谷、鹿峰、鴨之池、粟井河原、客、

久保、小川谷、光洋台、苞木、常

竹、西谷、平林、麓、本谷、安岡、

和田

粟井駐在所 松山市粟井河原 松山市のうち磯河内、小川、大西

谷、鹿峰、鴨之池、粟井河原、客、

久保、小川谷、光洋台、苞木、常

竹、西谷、平林、麓、本谷、安岡、

和田
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立岩駐在所 松山市猿川 松山市のうち猪木（大本を除

く。）、尾儀原、小山田、儀式、

立岩米之野、才之原、猿川、猿川

原、庄府、滝本、立岩中村

省略 省略

�～� 省略

� 八幡浜警察署

�～� 省略

� 八幡浜警察署

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

省略 省略

三崎駐在所 西宇和郡伊方町 西宇和郡伊方町のうち三崎、高浦、

佐田、大佐田、井野浦、二名津、

明神、松、名取、釜木、平礒、与

侈、串、正野

三崎駐在所 西宇和郡伊方町 西宇和郡伊方町のうち三崎、高浦、

佐田、大佐田、井野浦、二名津、

明神、松、名取、釜木、平磯

串駐在所 西宇和郡伊方町 西宇和郡伊方町のうち与侈、串、

正野

� 省略

� 宇和島警察署

� 省略

� 宇和島警察署

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

駅前交番 宇和島市錦町 宇和島市のうち錦町、和霊元町一

～四丁目、鶴島町、恵美須町一・

二丁目、新町一・二丁目、丸穂町

一～四丁目、丸穂、天神町、和霊

中町一～三丁目、和霊東町一～三

丁目、泉町一～四丁目、伊吹町西、

伊吹町東通１区～４区、柿原、中

央町一・二丁目、丸之内一丁目、

本町追手一・二丁目、大宮町一～

三丁目、愛宕町一～三丁目、大超

寺奥、宇和津町一～三丁目、野川

（八面山、大久保山、鬼ケ城、毛

山、梅ケ成峠を結ぶ線以東を除

く。）

駅前交番 宇和島市錦町 宇和島市のうち錦町、和霊元町一

～四丁目、鶴島町、恵美須町一・

二丁目、新町一・二丁目、丸穂町

一～四丁目、丸穂、天神町、和霊

中町一～三丁目、和霊東町一～三

丁目、泉町一～四丁目、伊吹町西、

伊吹町東通１区～４区、柿原

城南交番 宇和島市文京町 宇和島市のうち文京町、明倫町一

～五丁目、天赦公園、御殿町、桜

町、御徒町、佐伯町一・二丁目、

丸之内二～四丁目、桝形町一～三

丁目、神田川原、元結掛一・二丁

目、新田町一～四丁目、山際一～

四丁目、中沢町一・二丁目、夏目

町一～三丁目、保手一～五丁目、

別当一～六丁目、長堀一～三丁目、

並松一・二丁目、川内（本川内）、

坂下津、堀端町、広小路、京町、

賀古町一・二丁目、笹町一・二丁

目、妙典寺前

城南交番 宇和島市文京町 宇和島市のうち文京町、明倫町一

～五丁目、天赦公園、御殿町、桜

町、御徒町、佐伯町一・二丁目、

丸の内二～四丁目、桝形町一～三

丁目、神田川原、元結掛一・二丁

目、新田町一～四丁目、山際一～

四丁目、中沢町一・二丁目、夏目

町一～三丁目、保手一～五丁目、

別当一～六丁目、長堀一～三丁目、

並松一・二丁目、川内（本川内）、

坂下津

城北交番 宇和島市和霊公

園

宇和島市のうち御幸町一・二丁目、

朝日町一～四丁目、和霊公園、藤

江、須賀通、栄町港一～三丁目、

曙町、丸之内五丁目、寿町一・二

丁目、弁天町一～三丁目、築地町

城北交番 宇和島市和霊公

園

宇和島市のうち御幸町一・二丁目、

朝日町一～四丁目、和霊公園、藤

江、須賀通、栄町港一～三丁目、

曙町、丸之内五丁目、寿町一・二

丁目、弁天町一～三丁目、築地町
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一・二丁目、住吉町一～三丁目、

伊吹町北通１・２区、北宇和島町、

和霊町、住吉町、大浦

一・二丁目、住吉町一～三丁目、

伊吹町北通１・２区、北宇和島町、

和霊町、住吉町、大浦

城東交番 宇和島市広小路 宇和島市のうち堀端町、広小路、

京町、賀古町一・二丁目、丸之内

一丁目、中央町一・二丁目、大宮

町一～三丁目、本町追手一・二丁

目、愛宕町一～三丁目、大超寺奥、

宇和津町一～三丁目、野川（八面

山、大久保山、鬼ケ城、毛山、梅

ケ成峠を結ぶ線以東を除く。）、

笹町一・二丁目、妙典寺前

省略 省略

高光駐在所 宇和島市高串 宇和島市のうち高串、光満

三浦駐在所 宇和島市三浦西 宇和島市のうち三浦西、三浦東 三浦駐在所 宇和島市三浦西 宇和島市のうち三浦西、三浦東

来駐在所 宇和島市保田 宇和島市のうち川内（本川内を除

く。）、寄松、宮下、保田、祝森

来駐在所 宇和島市保田 宇和島市のうち川内（本川内を除

く。）、寄松、宮下、保田、祝森

吉田交番 宇和島市吉田町

東小路

宇和島市のうち吉田町浅川、吉田

町魚棚、吉田町裡町、吉田町本町、

吉田町北小路、吉田町立間尻、吉

田町知永、吉田町鶴間、吉田町南

君（立目、牛川）、吉田町西小路、

吉田町東小路、高串、光満、吉田

町法花津（一般国道５６号以東）、

吉田町立間

吉田交番 宇和島市吉田町

東小路

宇和島市のうち吉田町浅川、吉田

町魚棚、吉田町裡町、吉田町本町、

吉田町北小路、吉田町立間尻、吉

田町知永、吉田町鶴間、吉田町南

君（立目、牛川）、吉田町西小路、

吉田町東小路

立間駐在所 宇和島市吉田町

立間

宇和島市のうち吉田町法花津（一

般国道５６号以東）、吉田町立間

省略 省略

津島駐在所 宇和島市津島町

岩松

宇和島市のうち津島町岩松、津島

町高田、津島町北灘、津島町近家

津島交番 宇和島市津島町

岩松

宇和島市のうち津島町岩松、津島

町高田、津島町北灘丁

清満駐在所 宇和島市津島町

岩渕

宇和島市のうち津島町岩渕、津島

町増穂、津島町山財、津島町御内、

津島町槇川、津島町下畑地（上槇）

清満駐在所 宇和島市津島町

岩渕

宇和島市のうち津島町岩渕、津島

町増穂、津島町山財、津島町御内、

津島町槇川、津島町下畑地（上槇）

畑地駐在所 宇和島市津島町

上畑地

宇和島市のうち津島町上畑地、津

島町下畑地（上槇を除く。）

畑地駐在所 宇和島市津島町

上畑地

宇和島市のうち津島町上畑地、津

島町下畑地（上槇を除く。）

下灘駐在所 宇和島市津島町

嵐

宇和島市のうち津島町田之浜、津

島町曽根、津島町脇、津島町田颪、

津島町泥目水、津島町坪井、津島

町弓立、津島町鼡鳴、津島町横浦、

津島町嵐、津島町針木、津島町浦

知、津島町塩定、津島町柿之浦、

津島町曲烏、津島町平井、津島町

漁家、津島町成、津島町須下、津

島町後、津島町鰹網代、津島町竹

ヶ島、津島町大浦

下灘駐在所 宇和島市津島町

嵐

宇和島市のうち津島町田之浜、津

島町曽根、津島町脇、津島町田颪、

津島町泥目水、津島町坪井、津島

町弓立、津島町鼡鳴、津島町横浦、

津島町嵐、津島町針木、津島町浦

知、津島町塩定、津島町柿之浦、

津島町曲烏、津島町平井、津島町

漁家、津島町成、津島町須下、津

島町後、津島町鰹網代、津島町竹

ヶ島、津島町大浦

北灘駐在所 宇和島市津島町

北灘

宇和島市のうち津島町近家、津島

町北灘甲、津島町北灘乙、津島町

北灘丙

省略 省略

� 省略 � 省略

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号
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別表第２（第２条関係）

警備派出所、検問所及び警察官連絡所

別表第２（第２条関係）

警備派出所、検問所及び警察官連絡所

名 称 位 置 名 称 位 置

省略 省略

西予警察署江良検問所 省略 西予警察署江良検問所 省略

新居浜警察署垣生警察官連絡所 新居浜市垣生四丁目

今治警察署森見警察官連絡所 今治市別宮町二丁目

松山西警察署立岩警察官連絡所 松山市猿川

八幡浜警察署白浜警察官連絡所 省略 八幡浜警察署白浜警察官連絡所 省略

八幡浜警察署串警察官連絡所 西宇和郡伊方町

宇和島警察署城東警察官連絡所 宇和島市広小路

宇和島警察署高光警察官連絡所 宇和島市高串

宇和島警察署立間警察官連絡所 宇和島市吉田町立間

宇和島警察署北灘警察官連絡所 宇和島市津島町北灘

附 則

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第６号
愛媛県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年３月２３日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成１８年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正す

る。

別表を次のように改める。

別表（第３条関係）

遺失物取扱規則（平成元年国家公安委員会規則第４号） 第８条第１項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）

第３１条の２第２項及び第３３条第２項（いずれも廃止に係るものに

限る。）

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則（平成

３年国家公安委員会規則第４号）

第１７条第１項及び第１９条第２項

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号） 第７４条の３第５項（解任に係るものに限る。）

道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号） 第５条第１項及び第３６条

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号） 第２条第２項、第８条第２項及び第１３条第２項

附 則

この規則は、平成１９年３月２８日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第７号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年３月２３日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号

３１１



公安委員会訓令

改 正 後 改 正 前

別表（第９条の２関係） 別表（第９条の２関係）

番号 路線名 区間 番号 路線名 区間

１～８

省略

１～８

省略

８の２ 一般国道１１号（川之江

・三島バイパス）

四国中央市中曽根町字井垣３５６

番４から同町字生吉１７２５番３

まで

９～１３

省略

９～１３

省略

１３の２ 一般国道５６号 大洲市北只７８４番１から同市北

只１５０３番１５まで

１３の３ 一般国道５６号 大洲市北只１５０３番１５から同市

北只１８０６番１まで

１４ 省略 １４ 省略

１４の２ 一般国道５６号（宇和島

道路）

宇和島市坂下津字長右衛門谷４

０７番６８から同市住吉町字船蔵

上７２４番１まで

１５・１５の

２ 省略

１５・１５の

２ 省略

１５の３ 一般国道５６号（大洲道

路）

大洲市東大洲１６５１番１から同

市東大洲１６９６番２まで

１６ 省略 １６ 省略

１６の２ 一般国道１９４号 西条市藤之石寒風山内高知県

境から同市中野字楠甲４７０番１０

地先まで

１７～２３

省略

１７～２３

省略

２３の２ 一般国道３１７号 今治市吉海町名３４１４番１（大

島南インター）から同市宮窪

町４０９９番５（大島北インター）

まで

２４～３２

省略

２４～３２

省略

３２の２ 県道壬生川新居浜野田

線

新居浜市磯浦町乙１８４８番１か

ら同市繁本町甲７２８番６地先ま

で

３３～１２２

省略

３３～１２２

省略

附 則

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第２号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１９年３月２３日

愛 媛 県 報平成１９年３月２３日 第１８４６号
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愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

愛媛県情報公開条例（平

成１０年愛媛県条例第２７

号）

１ 第１９条の規定による不服申立てがあ

った場合の審査会への諮問

２ 第２４条第１項の規定による審査会へ

の公開決定等に係る公文書の提示

３ 第２４条第３項の規定による審査会へ

の分類・整理資料の提出

４ 第２４条第４項の規定による審査会へ

の意見書又は資料の提出

５ 第２５条第１項の規定による審査会へ

の口頭意見陳述の申立て及び口頭意見

陳述

６ 第２６条本文の規定による審査会への

意見書又は資料の提出

愛媛県情報公開条例（平

成１０年愛媛県条例第２７

号）

１ 第１８条の規定による不服申立てがあ

った場合の審査会への諮問

２ 第２３条第１項の規定による審査会へ

の公開決定等に係る公文書の提示

３ 第２３条第３項の規定による審査会へ

の分類・整理資料の提出

４ 第２３条第４項の規定による審査会へ

の意見書又は資料の提出

５ 第２４条第１項の規定による審査会へ

の口頭意見陳述の申立て及び口頭意見

陳述

６ 第２５条本文の規定による審査会への

意見書又は資料の提出

省略 省略

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

� 総務課長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

� 総務課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

愛媛県情報公開条例 １～１８ 省略

１９ 第２０条の規定による不服申立人及び

参加人に対する諮問をした旨の通知

２０ 第３３条第２項の規定による公文書の

検索資料の作成

愛媛県情報公開条例 １～１８ 省略

１９ 第１９条の規定による不服申立人及び

参加人に対する諮問をした旨の通知

２０ 第３２条第２項の規定による公文書の

検索資料の作成

� 広報県民課長 � 広報県民課長

法令 専決事項 法令 専決事項

愛媛県情報公開条例 １ 第３３条第２項の規定による公文書の

検索資料の提供

愛媛県情報公開条例 １ 第３２条第２項の規定による公文書の

検索資料の提供

�～� 省略 �～� 省略

附 則

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。

平成１９年３月２３日 発行
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